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市政情報Town Information

市民税課からのお知らせ不明な点は
問い合わせを

【市民税・県民税に関する証明書の発行について】

　令和２年度（令和元年中の所得分）の市民税・
県民税の「所得・課税証明書」を６月10日（水）
から発行します。
　申請の際には、申請者本人（窓口に来た人）の
本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）を
持参してください。なお、代理人（同居の親族を
除く）が申請する場合は、委任状または同意書が
必要です。
▼交付窓口　市民税課（市役所２階）／／市民課（市
役所１階、総合窓口）／総合行政窓口（駅前町、
ヒロロ３階）／岩木・相馬総合支所民生課／市民
課城東分室（末広４丁目、総合学習センター内）
／各出張所
▼受付時間　平日の午前８時30分～午後５時
※総合行政窓口＝平日…午前８時30分～午後７時
／土・日曜日、祝日…午前８時30分～午後５時
▼手数料　１通＝300円

【市民税・県民税納税／税額決定通知書の送付に
ついて】

　市民税・県民税が課税となる人へ、新年度の市
民税・県民税納税／税額決定通知書を６月10日
（水）に発送します。
　なお、市民税・県民税が給与から天引きされる
人は、勤務先から特別徴収税額の決定通知書が配
布されます（勤務先には５月19日に発送）。
　問い合わせの際は通知書番号を確認しますの
で、通知書を用意の上、ご連絡ください。

　児童手当を受給している人は、毎年 6月 1日
時点の児童の養育状況などを記入した「現況届」
の提出が必要です。提出が必要な人（職場で手続
きが必要な公務員は除く）へは５月末に書類を送
付しています。
　提出がない場合は、手当を受給できなくなりま
すので、忘れずに提出してください。なお、今年
は新型コロナウイルス感染防止のため、郵送によ
り提出していただきます。
▼提出期限　6月 30日（火・必着）

児童手当の現況届は郵送で提出を今年は郵送で提出
してください

▼提出方法　郵送（同封している返信用封筒をご
利用ください）
■問い合わせ先　こども家庭課家庭給付係（市
役所１階、☎40-7039）

【公的年金等からの天引き（年金特別徴収）】

　４月1日現在65歳以上で公的年金等を受給し
ている人は、原則、公的年金等にかかる市民税・
県民税が公的年金等から天引き（年金特別徴収）
されます。今年度から特別徴収が始まる人（昨年
度に特別徴収が中止になり、今年度から再開する
人も含む）は、今年度の市民税・県民税の２分の
１を納付書で納めることになります（普通徴収）。
残る２分の１は 10月、12月、翌年２月の公的
年金等から天引きされます。

【新型コロナウイルス感染症による影響について 】

　国税庁が所得税の確定申告期間を延長している
ことにより、３月 17日以降に提出された確定申
告書の内容が、第１期の課税に反映されない場合
があります。その場合は第２期以降での課税、ま
たは税額変更の処理を行い、対象の人へ通知書に
よりお知らせしますのでご了承ください。
　また、所得・課税証明書についても同様に、確
定申告書の内容が反映されない場合があります。
所得・課税証明書を窓口で取得する際には、窓口
にてご自身で内容をご確認の上、取得してくださ
い。
■問い合わせ先　所得・課税証明書について…市
民税課諸税係（☎ 35-1117）／給与特別徴収、
年金特別徴収について…市民税課市民税第一係
（☎ 40-7024）／市民税・県民税、普通徴収に
ついて…市民税課市民税第二・第三係（☎ 40-
7025、40-7026）

会計年度任用職員（専任面接員）募集あなたの力を
市政のために

▼雇用期間　８月１日～翌年３月31日（更新あり）
▼勤務時間　午前８時30分～午後５時のうち６
時間（週30時間勤務）
▼勤務場所　生活福祉課
▼業務内容　生活保護に関する相談業務
▼応募資格　次のいずれかに該当する人
①社会福祉主事の任用資格を有し、社会福祉行政
もしくは社会福祉施設などでの相談業務の実務経
験が３年以上ある人
②社会福祉士もしくは精神保健福祉士有資格者

で、福祉に関する相談業務の実務経験が１年以上
ある人
▼応募資格　市販の履歴書に必要事項を記入し、
顔写真を添付の上、郵送または持参してください
（受け付けは平日の午前８時30分～午後５時）。
※募集要項など詳しくは市ホームページを確認す
るかお問い合わせください。
■問い合わせ・申込先　生活福祉課（〒 036-
8551、上白銀町１の１、市役所１階、☎ 35-
1111〈内線 518〉）

お出かけシニアパスお出かけシニアパス
　「お出かけシニアパス」は、パスを見せるこ
とで、市内であれば路線バスや弘南鉄道大鰐線、
乗合タクシーをどこまで乗っても 1乗車 100
円で利用できるもので、高齢者世代の支援と公
共交通の利用促進などを目的に実施していま
す。2次募集を受け付けますので、希望する人
は申し込み方法を確認の上、申し込みください。
▼対象　70 歳以上（4月 1日現在）の市民＝
120 人程度
▼運賃　1乗車＝ 100 円
▼対象路線　路線バス、弘南鉄道大鰐線、乗合
タクシー（相馬、石川、堀越、鳥井野、小友、
笹館、福村新里の各地区線）
※乗降場所が市内の場合に限る。青森空港線、
岩木スカイラインシャトルバスを除く。
▼購入料　5,000 円
▼有効期限　令和3 年 3月 31 日
▼申し込み方法　
①住所・氏名・年齢・生年月日・電話番号・運
転経歴証明書の有無・運転免許返納予定の有無
を便せんなどに記入し、身分証明書（健康保険

証など）の写しと一緒に、地域交通課（〒036-
8551、上白銀町１の１）へ郵送してください。
※応募者多数の場合は抽選で決定し、当選者に
は７月上旬に書面で通知します。
②市から送られてきた購入引換書、証明写真（縦
32mm×横 25mm）、購入料 5,000 円を弘南
バス弘前バスターミナル（駅前３丁目）窓口に
持っていくと「お出かけシニアパス」が購入で
きます。
▼優先購入　以下の人は優先的に購入できま
す。①運転免許証を自主返納した人（過去に運
転免許証自主返納による優遇措置を受けたこと
がない人）／② 7月末までに運転免許自主返
納を予定している人
※運転免許自主返納者の優先購入には、申し込
みの際に、運転経歴証明書（運転免許証を自主
返納する際に運転免許試験場等で発行）の写し
の提出が必要です。
▼申し込み締め切り　６月26 日（金・必着）
■問い合わせ・申込先　地域交通課（☎ 35-
1102）

2次募集2次募集
受け付け開始！受け付け開始！


